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	出張旅費取り扱い要領
	第１条 （目的） この要領は、役員及び会員が特定非営利活動法人最終処分場技術システム研究協会におけるＮＰＯ活動（定款第５条(1)に定めるところ）により出張する場合の旅費の取り扱いについて定める。
	第２条 （出張の区分） 出張は、日帰り出張と宿泊出張の２種類とする。 ２．日帰り出張とは、出発の当日帰着できるものをいう。 ３．宿泊出張とは、宿泊を要するものをいう。
	第３条 （出張の経路） 出張の経路は、最も合理的かつ経済的な経路を選択することとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
	第４条 （旅費の種類） 旅費の種類は、次の定めるところによる。 １．交通費 ２．宿泊料
	第６条 （交通費） 出張における交通費は、原則次の表のとおりとし、鉄道・バス等の公共交通以外の交通費には領収書精算とする。
	第７条 （宿泊料） 宿泊料は原則次の金額を限度として実費を支給する。精算は領収書により行う。


